
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
七
号

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
九
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣

が
指
定
す
る
生
物
由
来
製
品
及
び
特
定
生
物
由
来
製
品
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

長
妻

昭

別
表
第
１
の
１
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(176)

(177)

(4)

(175)

(5)

(176)

(3)

(
4
)

ア
バ

タ
セ

プ
ト

（遺
伝

子
組

換
え

）

別
表
第
２
の
１
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(51)

(52)

(34)

(50)

(35)

(51)

(33)

(
3
4
)

パ
ク

リ
タ

キ
セ

ル

（人
血

清
ア

ル
ブ

ミ
ン

を
含

有
す

る
も

の
に

限
る

）

。


